
「介護サービス情報の公表」制度推進協議会 

社団法人シルバーサービス振興会 介護サービス情報公表支援センター 

お問い合わせ先 

平成19年度より 
訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護療養型医療施設の3サービスが追加されました。 

　介護保険制度は「利用者本位」「高齢者の自立支援」「利用者による選択（自己決定）」を基本

理念としています。介護サービス情報の公表は、こうした介護保険制度の基本理念を現実の

サービス利用場面において実現することを支援するしくみです。 

　現在は、次の12サービスが対象となっています。 

　このほかのサービスについては、調査研究や実施体制などの準備を経て、順次追加されます。 

　介護保険のサービスは、さまざまな事業者によって提供されてい

ます。社会連帯で支えられる介護保険では、その基本理念に基づくサ

ービスの質の確保が事業者に求められています。 

　「介護サービス情報の公表」により、事業所は、サービス改善のため

の自主努力などを自ら公表し、より適切な事業者が利用者から選ば

れることを通じて、介護サービスの質の向上が期待されます。 

適切な介護サービスを 
選びましょう！ 

介護保険制度 介護サービス情報の公表 

利用者本位 

要介護高齢者等の尊厳の保持 
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高齢者の自立支援 

利用者による選択 

利用者がサービスを 

適切に選ぶしくみ 

●訪問介護　●訪問入浴介護　●訪問看護　●通所介護  

●特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム・軽費老人ホーム） 

●福祉用具貸与　●居宅介護支援　●介護老人福祉施設 

●介護老人保健施設 

●訪問リハビリテーション　●通所リハビリテーション 

●介護療養型医療施設 

（平成18年度から施行分） 

（平成19年度から施行分） 

「介護サービス情報の公表」制度 

インターネットで簡単に調べられます！ インターネットで簡単に調べられます！ 

「介護サービス情報の公表」は各都
道府県のホームページまたは各都道
府県指定情報公表センターのホーム
ページからご利用いただけます。 
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　公表されている介護サービス情報には、「基本情報」と「調

査情報」があります。 

　「基本情報」は、職員体制、利用料金などの基本的な事実情

報で、事業所が報告したことがそのまま公表されます。 

　「調査情報」は、介護サービスに関するマニュアルの有無、

サービス提供内容の記録管理の有無など、事業所が報告した

情報について都道府県や調査機関が事実確認の調査を行っ

た後に公表されます。 

介護サービスの利用者・家族など 

都道府県または指定情報公表センター 

介護サービス情報を公表 

公表されている情報は、インターネット
などで閲覧できます。いつでも誰でも自
由に入手できるので、お住まいの地域
にある事業所を比較検討できます。 

公平性、公正性を確保するため、
都道府県（またはその指定機関）
が実施主体となっています。 

公表されている情報と、実際のサービ
ス利用場面で行われる事実を比較して、
利用しているサービスの妥当性をいつ
でも確認できます。 

家族をはじめ、介護支援専門員
や介護相談員などと同じ情報を
共有できるので、サービス利用に
おける相談がしやすくなります。 

基本情
報 
調査情報 

介護保険の事業所および施設 

基本情報 調査情報 

報告内容について 
事実かどうか調査 
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介護サービス事業者は、自らのサービス内容や運営状況の情報を、 

公平・公正な環境で公表します 

事業所・施設には、都道府県条例に基づく 

手数料の支払が必要となります 

　平成12年4月にスタートした介護保険。現在は、全国で14万カ所を超える介護

サービス事業所が介護サービスを提供しています。 

　介護サービスは、適切に利用しないと利用者の心身機能がかえって低下する

などと指摘されています。そのため、利用者

に介護サービス情報を事前に提供する環境整

備が必要とされていました。 

　また、事業所ごとのサービス内容などを公平・

公正に公表し、利用者が自立した生活を営む

うえでより適切な事業所を選ぶことのできる

環境も必要です。 

　「介護サービス情報の公表」制度は、このよ

うな背景から、利用者と事業所との双方に必

要な情報提供のしくみとして、平成18年4月

に創設されました。 

都道府県や指定情報公
表センターなどのホー
ムページ（インターネ
ット）から、介護サービ
ス情報を閲覧します 

都道府県または指定調査機関 
●中立性・公平性の確保 
●調査機関の均質性の確保 

情報 


